2012年度心理職公務員試験　各試験種の試験情報

最終更新：2012年4月11日（水）　あおくま
　私が受験した経験と、公開されている各試験種の試験情報を基に、2012年度心理職公務員試験の情報をまとめました。「特徴」には個人的に意見も多少（かなり？）含まれていますが、昨年度までの試験データと照らし合わせつつ、今年度の試験対策を練るための参考となれば幸いです。表の中で編み伏せになっている部分は、もともと公開されていないか、調べた時には既にわからなくなっていた箇所です（すみません）。
　尚、平成24年度から国家公務員採用試験に大幅な変更がありました。この試験情報を一から全て書き換えるとかなりの時間を必要とするため（それでも今回はかなり時間を要しました）、来年から少しずつ変更を行っていきます。

　最近、国家公務員をはじめ、各地方自治体においても、中途採用（社会人枠）が目立ちます。公務員になりたい方への門戸が広くなったと言えるでしょう。
☆国家公務員☆
国家Ⅰ種

○人間科学
特徴：

　Ⅰ・Ⅱという区分がなくなり、人間科学に統一されました。更に、平成23年度まで人間科学Ⅰでの採用はほぼ法務省だったのですが、法務省の採用は独自に行うようになったため、国家Ⅰ種を受験する人は減るのではないかと思われます。法務省を切り離したのなら、他の省も切り離して、人間科学という枠をなくした方が効率的ではないか、と個人的には感じました。
　まず大きく分けて、総合職か一般職かに分かれました。一般職は勤務地を選択できますが、人間科学には一般職がないため、ここでは省略します。

次に、院卒か大卒かで試験が分かれるようになり、試験内容が若干異なります。院卒では、今まで総合試験(教養論文)と呼ばれていたものが、政策課題討議試験となり、大卒では政策課題論文試験となっています。論文試験は今までとそう変わりないと思われますが、討議試験はおそらく千葉県職員採用試験と同様に、時事問題について集団討論するのだと思われます。受験要綱でもそのようなことが書かれています。ただし、テーマはその場で発表されるようで、英文が含まれており、自分の意見をまとめる時間が25分用意されています。テーマは国家政策に係る話題になると思われます。エネルギー問題や、尖閣諸島問題、拉致問題などなど。
更に、点数配分が変わりました。2次試験の専門論述試験の割合が高くなりました。専門論述試験ではそれほど差がつかなかったのですが、今後は差が大きくつくかもしれません。

平成24年度に関しては、申し訳ないですが、時間の関係上大卒の試験内容だけ書かせていただきます。
　1次試験の教養択一試験と専門択一試験は共に難しい。平成23年度の平均点は教養・専門共に約5割です。平均点と標準偏差から推測するに、1次試験合格のためには教養・専門ともに6割を目指すと良いと思われます。但し、その6割を確保するのは容易ではありません（特に教養試験）。教養試験にしても専門試験にしても、表面的な知識では太刀打ちできません。
教養試験は、出題内容ががらりと変わりました。知能分野、すなわち数的処理が16題、文章理解が11題もあります。知識系はわずか13題になりました（ただし全問必答）。解きやすく感じる人と、解きにくいと感じる人に二分されるかもしれません。教養試験は試験時間が3時間ある割に、時間が足りなく感じると思います。あらかじめ時間配分の作戦を練っておかないと、実力を発揮できないかもしれません。数的処理は解けないと判断した問題は即座に捨てる勇気も必要です。専門試験も、中途半端な知識しかないと、全ての選択肢が正しいように（もしくは誤っているように）しか見えません。択一試験なので、思い出せるようにしておけば良いとも言えますが、複数のテキストを読み込むことに加え、辞書を片手に細かい所まで目を通しておく必要があります。
専門試験も平成24年度から出題内容が変更となりました。人間科学Ⅱと統合されたため、教育・社会・福祉の分野からも出題されています。ただし全問必答ではなく、計105題から40題を選択します（詳細は受験要綱を熟読願います）。尚、専門試験は試験時間が十分（過ぎるほど）に余るので、焦らずに丁寧に、つまらないミスのないように取り組んでください。

2次試験は総合試験、専門試験ともに難易度は高くないです。むしろ一般的な問題を、いかに論理的に、正確に、相手にわかりやすく伝えられるかがポイントとなります。総合試験は平成18年度からは1問必答となりました。制限時間2時間で1500字～1800字程度書く（字数の指定は特にありませんが、答案用紙一杯に書くと約1800字となります）。教養論作文というよりは、まず書かれていることを要約できる読解力が必要で、自分なりにまとめた文章を元に、課題文から推測される問題に対し①公務員として、②民間人としての対応策が具体的に書ければ評価は高くなります。
専門論述試験は平成24年度より6題中2題解答します。心理職の者は結局心理学の分野2題を選択することになると思われ、負担が増したような感じがあります。試験時間は3時間半もあるため、たくさん書けます。1題当たり両面の解答用紙1枚用意されており、両面埋めると大凡1800字くらいとなりますが、1700字程度書くと良いと思われます。時間は確実に余るので、何度も読み返し、自分の持っている知識を全て書き出し尽くしており、かつわかりやすい文章になっているか確認する必要があります。1次試験を合格している受験生の心理学の知識は皆拮抗しているので、それほど差がつかない（非論理的で題意を汲み取っていない論文を書くと、落ちると考えても良い）と思われますが、平成24年度からは配点が高くなるため、集中力が必要となります。ミスは許されないです。尚、人物試験は余程のことがない限り、それが原因で落ちることはありません。C判定が取れれば十分です。
受験資格（院卒）：

　昭和57年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
　　（１）大学院修士課程または専門職大学院の課程を修了した者及び平成25年3月までの大学院修士課程または専門職大学院の課程を修了する見込みの者
　　（２）人事院が（１）に掲げるものと同等の資格があると認めるもの
　
受験資格（大卒）：
　（１）昭和57年4月2日～平成3年4月1日生まれの者
　（２）平成3年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
　　　a）大学を卒業した者及び平成25年3月までに大学を卒業する見込みの者
　　　b）人事院が１）に掲げる者と同等の資格があると認める者
試験内容（院卒）：

　第1次試験　　基礎能力試験（2時間20分）　専門試験（3時間30分）　

　第2次試験　　政策課題論文試験（概ね1時間30分）　専門試験（3時間30分）

　　　　　　　　人物試験
試験内容（大卒）：

　第1次試験　　基礎能力試験（3時間）　専門試験（3時間30分）　

　第2次試験　　政策課題論文試験（2時間）　専門試験（3時間30分）

　　　　　　　　人物試験
過去の試験の実施結果：
平成20年度　平均点等
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平成21年度　平均点等

[image: image2.emf]配点 満点 基準点 平均点 標準偏差

教養択一 2/13 45 18

専門択一 3/13 45 18

総合試験 2/13 10 4

専門論述 4/13 60 21

人物試験 2/13

1次試験

2次試験


平成23年度　平均点等

[image: image3.emf]配点 満点 基準点 平均点 標準偏差

教養択一 2/13 45 18 20.947 5.363

専門択一 3/13 45 18 21.201 6.634

総合試験 2/13 10 4 5.946 1.431

専門論述 4/13 60 21 36.171 6.738

人物試験 2/13

1次試験

2次試験


　人事院試験　実施結果

[image: image4.emf]平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

採用予定人数 10

1次試験申込者 445（259） 433（265） 384（232） 498（304） 424（262）

1次試験受験者

1次試験合格者 47（20） 47（26） 63（37） 63（27） 84（56）

2次試験受験者

最終合格者 25（14） 25（17） 32（23） 32（16） 36（27）


（）内は女性の人数
官庁訪問　実施結果

[image: image5.emf]平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

厚生労働省 2 2 2 2 2

法務省 10 12 12 6 6

警察庁 2 0 0 0 1

農林水産省 0 1 1 0 0

文部科学省 0 0 1 1 1

計 14 15 16 9 10


家庭裁判所調査官補Ⅰ種

特徴：

　国家Ⅰ種と同様、受験要綱が変更となりました。総合職と一般職に分かれたのも同様ですが、やはり家庭裁判所調査官補Ⅰ種には一般職はありません。大幅に変更になったわけではないので、詳細は受験要綱を熟読願いたいのですが、教養択一試験にかなり変更点が見られます。

　昨年まで、教養択一試験は国家Ⅰ種より難しかったです。というよりむしろ、たちの悪い問題が多く、見た瞬間に「これは知らない」という問題ばかりで、考える余地もない問題が多かったです。難易度は1年ごとにころころ変わり、なかなか対策が練りにくかったです。平成24年度からは30題で2時間25分と、何とも中途半端な時間になり、問題数も10題減ったのですが、知識系の問題は3題だけで、27題が知能系の問題と記載されています。つまり、数的処理や文章理解だけしかないという感じの問題構成です。点数配分は高くないため、それほど気にすることもないかもしれません。文章理解だけは絶対落とさないように気をつけましょう。
専門試験は、聞かれることはそれほど難しくはありません。一度はどこかで目にしたものしか出題されません。よって、テキストを複数読み込みつつキーワードやキーフレーズを暗記し、15分～30分で200字～400字でまとめる練習をしておけば、それなりの記述はできるはずです。ただし、家裁の専門記述は特徴があり、「具体例を挙げながら」とか「比較しながら」といったことが書かれているので、当然その意図を汲み取った記述をしないと評価はかなり低くなります。
教養論文から名前の変わった政策論文試験は、配点も低く、また題材がごく一般的だと思われますので、特に対策を練る必要はないです。「変な思想」を持っていないかをチェックしているだけ、との噂もあります。
専門論述試験は2題（選択）を2時間で解くので、1題当たり1時間、字数は1000字～1200字程度で書くことになります。臨床心理学や発達心理学は、年によってはあまり親しみのない内容から出題されることもありますが、要は国Ⅰと同様、一般的な問題を、いかに論理的に、正確に、相手にわかりやすく伝えられるかがポイントとなる。
教養論文試験も、専門論述試験も、ボールペンで書くことが求められます。あらかじめ何を書くのかキーワードを箇条書きしておき、何にどれくらい字数を費やすのか、構成を練ってから書き始めないと、後々大変なことになります。

人物試験は、他の試験種と比較すると、相当ハードです。よく圧迫面接だという話も聞くが、決して圧迫面接ではありません。民間の面接と時間も内容もそう変わりません。とはいえ、なぜ他の試験種ではなく家裁調査官でないとだめなのか、民間企業での勤務経験がある人であれば、なぜ前職を退職してまで家裁調査官なのかといった志望動機に関する質問に関してはしつこいほど深く問われます。他の試験種にも言えることですが、職務内容を把握した上での志望動機、どのような調査官を目指すのか、自分の長所がどう調査官の仕事に活かせるのか、などは年明けぐらいから順次考え、自分の言葉で説明できるようにしておいた方が良いです。
受験資格（院卒）：

　昭和57年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの
１　大学院修士課程又は専門職大学院専門職学位課程を修了した者及び平成25年3年までの大学院修士課程または専門職大学院専門職学位課程を修了する見込みの者
　２　最高裁判所が１に掲げる者と同等の資格があると認める者
　
受験資格（大卒）：

　１　昭和57年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた者
　２　平成3年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの
　　（１）大学を卒業した者及び平成25年3月までに大学を卒業する見込みの者
　　（２）最高裁判所が１に掲げる者と同等の資格があると認める者
試験内容（院卒・大卒）：

　第1次試験　　教養択一試験（2時間25分）
　　　　　　　　専門記述試験（2時間30分）
　第2次試験　　教養論文試験（1時間30分）

専門論述試験（2時間）

人物試験
過去の試験の実施結果：

平成21年度　平均点等

[image: image6.emf]配点 満点 基準点 平均点 標準偏差

教養択一 1 40 13 15.54 4.41

専門記述 1.5

教養論文 0.5

専門論述 1.5

人物試験 4.5

1次試験

2次試験


平成22年度　平均点等
[image: image7.emf]配点 満点 基準点 平均点 標準偏差

教養択一 2/18 40 12 13.84 3.65

専門記述 3/18

教養論文 1/18

専門論述 3/18

人物試験 9/18

1次試験

2次試験


平成23年度　平均点等

[image: image8.emf]配点 満点 基準点 平均点 標準偏差

教養択一 2/18 40 15 18.08 4.39

専門記述 3/18

教養論文 1/18

専門論述 3/18

人物試験 9/18

1次試験

2次試験


実施結果
[image: image9.emf]平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

採用予定人数 50

1次試験申込者 1424 1366 1347 1318 1172

1次試験受験者 1077 998 1010 971 858

1次試験合格者 302 326 310 286 311

2次試験受験者 297 323 303 282 294

最終合格者 74 74 70 69 70

倍率 14.6 13.5 14.4 14.1 12.3


矯正心理専門職・法務教官・保護観察官
特徴：

　国家Ⅰ種にも書いた通り、平成24年度から受験要綱が大幅に変更となり、法務省で採用していた人間科学の応募者は、法務省で独自に採用試験を行うこととなりました。これに伴い、今後は国家Ⅰ種との併願、あるいは法務省のみの受験という形が増えていくと思われます。

　今回は矯正心理専門職と保護観察官については試験内容等がよくわからないため、ここでは法務教官の内容について述べるのみにさせていただきます。
試験のレベルは教養試験、専門試験ともに国家Ⅱ種・地方上級レベルです。国Ⅰや家裁を受験した人にとっては簡単に見えると思われます。教養試験に関しては、国家Ⅰ種と同じく、知能分野27題、知識分野13題となりました。ただし、特に法務教官用に対策を練る必要はなく、従来通り臨めば6割以上は望めます。専門試験は心理学だけでなく、社会・福祉・教育も含まれているのが厄介。心理・社会・福祉・教育それぞれ10問ずつなので、心理職の人は昨年までより点が取りにくくなりました。元人間科学Ⅱの分野の受験者に負けてしまう可能性が高いです。ただ、問題の難易度が昨年までと変わっていなければ、少なくとも心理学10問と社会心理学数問（社会学分野）と教育心理学数問（教育学分野）はほぼ満点が取れます。さらに教養試験対策で社会学の基礎をきちんとやっていれば、社会学分野でさらに数点望めます。6割ほど取れれば十分なので、取れるものを確実に取っていけば、合格点には達します。専門論述に関しては、平成23年度までは専門試験というよりは教養論文に近く、特別な対策は必要ありませんでした。しかし平成24年度から心理学・社会学・福祉・教育学の４題から１題選択する試験内容に変更されているため、本格的な論文試験になると思われます。国家Ⅰ種や家裁調査官ほどではないと思われますが、受験生全員に言えることではあるものの、平成24年度に関しては対策の練りようがなく、難しい。
また人物試験は平成23年度までは合否を決めるだけで、余程のことがない限り「否」にはならない試験でしたが、平成24年より本格的になる模様。職務内容の把握など、しっかりと対策を練る必要がある。国Ⅰや家裁を目標に置いて勉強してきた受講生にとっては、地方上級よりも最終合格しやすいと言っても良いと思う。
受験資格：

ア　法務教官
１　昭和57年4月2日～平成3年4月1日生まれの者
２　平成3年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
（１）　大学を卒業した者及び平成25年3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
（２）　短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び平成25年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
３　１又は２に該当する者のうち，法務教官Aは男子，法務教官Bは女子に限る。
イ　法務教官（社会人）
１　昭和47年4月2日以降生まれの者（アの１の受験資格を有しなくなった者に限る。）
２　１に該当する者のうち，法務教官A（社会人）は男子，法務教官B（社会人）は女子に限る。

試験内容：

　第1次試験　　教養択一試験（2時間20分）　専門択一試験（2時間20分）　

　　　　　　　　専門論文試験（1時間45分）　

　第2次試験　　人物試験（約20分）　身体検査　身体測定

過去の試験の実施結果：

平成20年度　教官A　平均点等
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平成21年度　教官A　平均点等

[image: image11.emf]配点 満点 基準点 平均点 標準偏差

教養択一 2/8 45

専門択一 3/8 40

2次試験 専門論文 3/8 40

1次試験


平成23年度　教官A　平均点等

[image: image12.emf]配点 満点 基準点 平均点 標準偏差

教養択一 2/8 45 16 18.781 5.750

専門択一 3/8 40 14 16.810 5.517

2次試験 専門論文 3/8 40 14 20.530 4.682

1次試験


教官A　実施結果

[image: image13.emf]平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

採用予定人数 120

1次試験申込者 1489 1292 1294 1450 1617

1次試験受験者

1次試験合格者 264 211 305 347 383

2次試験受験者

最終合格者 140 140 148 185 196


平成20年度　教官B　平均点等
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平成21年度　教官B　平均点等

[image: image15.emf]配点 満点 基準点 平均点 標準偏差

教養択一 2/8 45

専門択一 3/8 40

2次試験 専門論文 3/8 40

1次試験


平成23年度　教官B　平均点等

[image: image16.emf]配点 満点 基準点 平均点 標準偏差

教養択一 2/8 45 16 18.781 5.750

専門択一 3/8 40 14 20.345 6.003

2次試験 専門論文 3/8 40 14 23.333 4.693

1次試験


教官B　実施結果

[image: image17.emf]平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

採用予定人数 25

1次試験申込者 829 758 763 842 778

1次試験受験者

1次試験合格者 62 76 95 84 42

2次試験受験者

最終合格者 30 37 58 48 28


障害者職業カウンセラー
特徴：

　個人的に受験していないことに加え、詳細が公開されていないため、試験情報や職務内容は詳しくはわからないです。2次試験の専門試験は択一と論述のミックスですが、国Ⅰや東京都を併願している者にとっては、特別な対策は要らないと思われます。この試験種の一番の特徴は、面接が1次試験から3次試験まで計3回あることです。どこまで人物重視しているのかはわかりませんが、障害者の支援をしたいという思いが強くないと、なかなか最終合格まではたどり着けないかもしれません。C県職員心理職の先輩方は障害者支援に興味がなくても合格したようですが（だからC県に来たみたいです…）。
受験資格：

　1979（昭和54）年4月2日以降に生まれた方で、四年制大学卒業程度の学力を有する方

試験内容：

　第1次試験　　基礎能力試験　小論文試験（800字以内）　面接試験（集団面接）
　第2次試験　　専門試験　面接試験
　第3次試験　　面接試験
合格者決定方法：

　詳細不明
過去の試験の実施結果：
採用予定者数
[image: image18.emf]平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

採用予定人数 15 15 15 25


☆地方公務員☆
東京都職員Ⅰ類採用試験

○心理

特徴：

　地方上級試験に属しますが、第1次試験の日程が早いのが特徴。1次試験の合格発表が1ヵ月半後、2次試験がまたその1ヵ月半後なので、忘れた頃に発表と試験がやってくるという感じです。ここ数年採用が続いています。精神障害者や虐待の増加、高齢者の増加による社会福祉分野の需要増などの事情もあるのでしょう。
1次試験は教養試験にクセがあり、解答時間がやけに短い（2時間）割に数的処理の問題数が多く、全ての問題に目を通すのはおそらく不可能です。社会科学の問題はほぼ全てが時事問題なので、教養試験の試験前は時事問題のレジュメやテキストに目を通しておくと良いと思います。専門試験は非常に書きやすく、親しみのある問題ばかりです。しかも、7題から4題選択なので、1題くらいわからないものがあっても何とかなるところが嬉しい。1題当たり30分あるので、慌てずにわかりやすく論理的な文章を書くように心掛ける。あまり欲張らず、300字～400字程度で丁寧にまとめるつもりで取り掛かった方が良いです。論文は当たり外れもありますが、意外に書きにくく、対策も練りにくい。
口述試験もありますが、東京都は教養論文の成績いかんで最終合格が決まる（らしい）。個人的には、教養論文の配点が重いというよりは（それもあるかもしれないが）、専門試験や人物試験ではそれほど差がつかないからではないか、と思います。1次試験に合格するためには、国Ⅰや家裁の1次試験に合格できる程度の実力が必要です。

毎年千葉県と競合することが多いようで、「東京都の気に入ったところ」や「なぜ他県ではなく東京都か」は結構聞かれます。東京都在住の人はさほど詰問されないと思いますが、他県の人は一応東京都の広報やHPを見て、①どのような政策があり、②何に力を入れていて、③どこが気に入ったかは考えておきましょう。論文試験対策にもなります。

受験資格：

　昭和58年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた人
試験内容：

　第1次試験　　教養試験（2時間）　専門試験（2時間）
　　　　　　　　論文試験（1時間50分）

　第2次試験　　口述試験
過去の試験の実施結果：

[image: image19.emf]平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

採用予定人数 4 5 4 3

1次試験申込者 194 200 202

1次試験受験者 137 144 181

1次試験合格者 16 22

2次試験受験者 10 15

最終合格者 6 8 4

倍率 22.8 18 45.3


千葉県職員採用上級試験

○心理
特徴：
　いわゆる地方上級試験。教養択一試験も専門択一試験も平均的です。国Ⅰに比べてちょっとクセがあるので解きにくかったり、選択肢を絞り切れない問題もありますが、答えがパっと出る問題が多いです。そのため、1次試験は高得点を取らないと、合格できないです。教養6割、専門8割以上を確実に取る必要があります。論文試験は毎年割と書きやすいありふれた題材です。

形の上では人物重視の試験内容となっていますが、実際には1次試験のハードルが高い割に、1次試験に合格さえすれば、辞退しない限り高い確率で内定まで辿り着きます。ただし、1次試験に合格するためには、東京都Ⅰ類Bと同様、国Ⅰや家裁の1次試験に合格できる程度の実力が必要です。
東京都Ⅰ類Bでも同様のことを書きましたが、毎年東京都と競合することが多いようで、「千葉県の気に入ったところ」や「なぜ他県ではなく千葉県か」は結構聞かれるようです。千葉県在住の人はさほど詰問されませんが、他県の人は一応千葉県の広報やHPを見て、①どのような政策があり、②何に力を入れていて、③どこが気に入ったかは考えておきましょう。千葉県の場合は、論文試験の題材がありふれたもので、特に「千葉県職員として何がしたいか」までは問われないことが多いので、千葉県研究が直接論文対策にはならないかもしれません。

受験資格：

　昭和51年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた方
試験内容：

　第1次試験　　教養試験（2時間）　専門試験（2時間）　

　　　　　　　　論文試験（1時間30分）　←　第2次試験の評価の対象とされる
　第2次試験　　集団討論　個別面接　適性検査　身体検査
　
過去の試験の実施結果：

[image: image20.emf]平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

採用予定人数 7 4 7 9 9

1次試験申込者 91（63） 105（67） 76（48） 125（71） 108（68）

1次試験受験者 65（45） 70（44） 51（30） 97（57） 82（58）

1次試験合格者 20（11） 12（6） 21（13） 19（7） 21（13）

2次試験受験者 11（4）

2次試験合格者 10（4） 5（0） 10（8）

3次試験受験者 9（4）

最終合格者 8（3） 3（0） 8（7） 10（2） 11（6）

倍率 8.1 23.3 6.4 9.7 7.5


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（）内は女性の人数
茨城県職員採用試験

○心理
特徴：
平成21年度まで、地方上級試験ではなく、有資格者試験としての位置づけでした。しかし、平成22年度より地方上級試験となり、その中に心理という職種が加わりました。
平成21年度までは、8月と2月の年2回募集がありました。平成22年度からは他の地方自治体と同じく、年に1回となりました。ただし、毎年募集があるとは言い切れません。平成22年度、23年度と最終合格者が非常に少ないからです。
ただ、応募人数も少ないです。あおくまが受験した平成18年度も20人くらいだった記憶があります。2月の水戸だったので、寒さで震えが止まらなかったです…。それはさておき、千葉県や東京都とこれだけ応募人数が違うということは、国家Ⅰ種や家裁調査官を受験した人たちが併願している可能性が低いと考えられます。当然試験のレベルも下がります。
平成22年度から、今までなかった専門試験が1次試験に加わり、2次試験に集団討論が加わりました。教養試験も専門試験も非常に簡単です。教養試験はなぜか社会科学の問題が多かった記憶があります。専門試験は例題を見る限り、満点近く取れます。
ただ問題なのは、点数配分です。集団討論を課しているということは、1次試験で数人は合格させているはずですが、採用人数は1人か2人。千葉県では2次試験で落ちることはそうありませんが、茨城県ではこの辺は厳しいかもしれません。2次試験だけで、全体の7割です。家裁より厳しい。

ちなみに茨城県では県庁で勤務することが少ないのか、某県立大学病院の心理職を受けた際、C県の心理職では病院勤務といえばこども病院くらいで、そこで勤務すること自体も稀であり、県庁と出先機関を行き来している、と述べたところ、舌打ちや首を思い切りかしげるなど嘘つき扱いされ、不愉快な気分になった経験がある。

受験資格：未定 
試験内容：
第1次試験　　教養試験　専門試験
第2次試験　　論文（作文）試験　集団討論　個別面接
過去の試験の実施結果：
[image: image21.emf]平成19年度平成20年度平成21年度 平成22年度 平成23年度

募集 38 22

受験 31 17

合格 2 1

倍率 1 15.5 17

採用試験なし 採用試験なし


警視庁職員採用試験
○Ⅰ類（心理）
特徴：

警視庁も受験経験がないため、試験情報や職務内容に詳しくはないが、Ⅰ類の心理区分は東京都と同様の扱いで問題ないと思われます。試験内容も第1次試験日も東京都と同じである。ここ数年は数人があります。警視庁に勤めるか、東京都庁に勤めるか、自分の未来の姿を想像し、志望動機に近い方を選んで受験してください。
受験資格：昭和58年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた人
試験内容：

　第1次試験　　教養試験（2時間）　専門試験（2時間）　

　　　　　　　　論文（1時間50分）

　第2次試験　　面接試験（一般）　面接試験（専門）　身体検査　適性検査

過去の試験の実施結果：
[image: image22.emf]平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

採用予定人数 0

1次試験受験者 41 48 33 46

最終合格者 2 2 2 3

倍率 20.5 24.0 16.5 15.3


その他
　政令指定都市や各都道府県警察の科学捜査研究所などがあるが、詳細はホームページ等を参照してください。

　千葉県・東京都・茨城県以外の主な都道府県

　　宮城県（心理）

　　福島県（心理判定員）

　　埼玉県（警察職員（心理鑑定））

　　神奈川県（警察職員（相談専門員・科学捜査研究所））
　　長野県（心理）

　　静岡県（心理判定員・少年警察補導員）

　　

　主な指令指定都市・市役所

　　仙台市（心理） 

　　さいたま市（心理） 　←　臨床心理士の資格が必要
　　川崎市（心理）

　　静岡市（心理） 
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